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第１章 （略） 

第１節～第４節 （略） 

第５節 

１～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 （略） 

第１節～第４節 （略） 

第５節 

１～３ （略） 
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4．切土法面における法面保護工選定フローチャート 
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５  盛土、残土処理法面の緑化 

盛土法面は原則として土羽土（厚さは 30cm 以上とする。）を設ける。植生は、萱筋工、又

は全面種子吹付、むしろ張等とし、筋工は 30 cm 間隔で施工するものとする。 

 

６ 参考資料 

（１）種子吹付 

ア 種子量の算定 

播種を行う場合一般的に１m3 当たり３～４種類の種子を混合したものを必要とされてい

る。 

種子量の算定については別紙に示される気候、土壌条件、播種期等を勘案し、利用目

的に適合した品種を採用することが必要である。 

種子は混播することを原則とする。種については、地域性を考慮し決定するものとす

るが、地域性系統の使用を検討する。 

１m3 あたりの生育本数は 1,000 本を標準とする。 

 

播種量の算定式(１品種毎に計算する（播種量計算表を参照）。)。 

𝑊 ൌ
A

B ൈ C ൈ D ൈ E ൈ F ൈ G 

Ｗ：導入（使用）種ごとの播種量（g/m2）  

Ａ：発生期待本数（本/m2）  

Ｂ：吹付厚に対する各工法の補正率 

Ｃ：立地条件に対する各工法の補正率 

Ｄ：施工時期の補正率 

Ｅ：使用種子の発芽率 

Ｆ：使用種子の単位粒数（粒/g） 

Ｇ：使用種子の純度 

特記仕様書で種子の配合、肥料、保護材の使用量を示すものとする。 

なお、数量は、割増をしない数値を示すこと。 

 

 

 

 

５  盛土、残土処理法面の緑化 

盛土法面は原則として土羽土を設け、植生は、萱筋工、又は全面種子吹付、むしろ張等と

し、筋工は 30 cm 間隔で施工するものとする。（厚さは 30cm 以上とする。） 

 

６ 参考資料 

（１）種子吹付 

ア 種子量の算定 

播種を行う場合一般的に１m3 当たり３～４種類の種子を混合したものを必要とされてい

る。 

種子量の算定については別紙に示される気候、土壌条件、播種期等を勘案し、利用目

的に適合した品種を採用することが必要である。 

種子は混種することを原則とする。混種については、地域性を考慮し決定するものと

するが、原則としてヨモギ、カヤ、ハギなど在来種を混播する。 

１m3 あたりの生育本数は 1,000 本を標準とする。 
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第 6 節  排 水 施 設 工 

１～２ （略） 

3．表面排水 

（1）側  溝 

 ア．林道の側溝は、洗掘及び土砂の堆積の恐れのない場合は素掘を標準とする。 

 イ．ア．以外の箇所で、路面に舗装又は路面処理（以下、路面処理等とする。）を行う区間において，鉄筋コン

クリートＬ型 300（JIS Ａ 5306）を、路面処理等を行わない区間においては、U 型を標準とする。路面処理を行う

区間については、路肩まで交通荷重に耐えうる構造とし、側溝施設の縁が侵食される恐れがない場合には、適用す

ることができる。 

ウ～オ （略） 

（２）～（４） （略） 

4.～5. （略） 

第７節～第８節 （略） 

第 9 節 防護施設工 

１～２ （略） 

３交通安全施設工 

（１）～（３） （略） 

（４）設置方法 

 ア （略） 

 イ その他 

（ア） 基礎コンクリート型枠：コンクリート建込の基礎コンクリート型枠については，路盤から地上 l0cm

部分のみ計上する。 

 

（イ） プロック積基礎：ガードレールをプロック積に建込む場合の基礎コンクリートは、天端幅 40cm 通

しとする。 

（ウ） 土中建込：溝造物の天端以外にガードレールを設世する塙合は，土中建込用で設計する。 

（エ） 補強鉄筋：コンクリート擁壁に建込む楊合の補強鉄筋には、縦鉄筋を設計する。 

第 6 節  排 水 施 設 工 

１～２ （略） 

3．表面排水 

（1）側  溝 

 ア．林道の側溝は、洗掘及び土砂の堆積の恐れのない場合は素掘を標準とする。 

 イ．ア．以外の箇所で、路面に舗装又は路面処理を行う区間において，鉄筋コンクリートＬ型 300（JIS Ａ 

5306）を標準とする。路面処理を行う区間については、路肩まで交通荷重に耐えうる構造とし、側溝施設の縁が侵

食される恐れがない場合には、適用することができる。 

 

ウ～オ （略） 

（２）～（４） （略） 

4.～5. （略） 

第７節～第８節 （略） 

第 9 節 防護施設工 

１～２ （略） 

３交通安全施設工 

（１）～（３） （略） 

（４）設置方法 

 ア （略） 

 

 

（追加） 

 

 


